
令和 6 年度 通常総会が開催されました 
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令和 6 年 6 月 25 日 

第 57 号 

(公社)松戸青色申告会 

会長 恩 田 忠 治 

編集 広報委員会  

 

青色まつど

事務局 松戸市小根本 57-4 

TEL 047-363-0389 

FAX 047-365-1370 

流山分室 流山商工会議所内 1 階 

TEL 04-7150-1116（FAX 共通） 

鎌ヶ谷分室 
鎌ヶ谷市道野辺本町 2-2-10 

TEL 047-445-4485（FAX 共通） 
 

 5月 31日(金)午後 3時からロイヤルガーデンパレス柏 日本

閣において、令和 6 年度通常総会が開催されました。出席者、

委任状提出数、議決権行使書提出数を含め 2,949 名と、正会員

の過半数の定足数を満たし総会が成立致しました。会長を議長

として進行し、笛木監事より監査報告がおこなわれ、議案は可

決承認されました。 

 会員の皆様には、総会開催にあたり委任状等の提出にご協力

いただきありがとうございました。 

【議事内容】 

○ 令和 5 年度事業報告並びに収支決算報告承認の件 

事業報告、収支決算等は松戸青色申告会ホームページに掲載

しております。 

令和 6 年度 会功労者に対する表彰 

 

会長表彰 

総務財務委員長 小永 勝男 様 

農業部会    飯田 恒雄  様 

会長感謝状 

広報厚生委員  小澤  尊   様 

農業部会    萩原 正一  様 

令和 6年度 会功労者表彰の皆様 

賞状授与の様子 

http://www.matsudo-aoiro.or.jp/
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令和 6 年分所得税の定額減税のしかた 

1． 給与の支払者の事務 

令和６年６月１日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行います。 

2． 控除対象者の確認 

令和６年６月１日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の

甲欄が適用される居住者の人（扶養控除等申告書を提出している居住者の人「基準日在職者」といいます） 

〈基準日在職者に該当しない人〉 

・令和６年 6 月 1 日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人（扶養控除

等申告書を提出してない人） 

・令和６年 5 月 31 日以前に給与の支払者のもとを退職した人 

・令和６年 5 月 31 日以前に出国して非居住者となった人 

3． 各人別控除事績簿の作成 

 

 

 

 

 

4． 給与等支払時の月次減税額の控除 

控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者

と扶養親族一人につき 30,000 円」との合計額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 納付書の記載と納付等 

各月の月次減税事務の終了後、納付 

書（給与所得・退職所得等の所得税 

徴収高計算書）に所要事項を記載し 

た上で、納付すべき源泉徴収税額 

がある場合には法定納期限までに納 

付します。 



  

 

 

 

 

平日、記帳の相談会に来館できない会員さん、松戸事務局は土曜日の午前中開館します！！ 

〈相談会日程〉・7 月  6 日、20 日  ・  8 月 3 日、24 日 

       ・9 月  7 日、28 日   

〈開館時間〉 午前 9 時～午前 12 時（相談時間は 60 分間です） 

※ 前日までに必ず予約をお願いいたします。 前日までに予約がない場合は閉館させていただきます。 

⚫ 青色申告会へ最近ご入会された方・BRA会計ソフトをご利用の方 

個別での記帳相談を行っております。 

⚫ 今年から 55万円（65万円）控除(複式簿記)に挑戦したい方 

会員様のニーズに応じて、手書きの記帳方法や、パソコンの記帳を希望される方には当会推奨会計ソフ

ト（ブルーリターンＡ）の販売と入力方法をご案内いたします。 

⚫ 令和 5年分の決算確定申告相談会を 1 回で完了しなかった方 

中間決算相談会をご利用いただき、記帳に関するお悩みを年内に解決しましょう。 

⚫ インボイス制度の登録をした方、インボイス発行事業者の登録申請を検討している方 

消費税の計算方法には「一般(本則)課税」と「簡易課税」があります。どちらを選択するかで納付する消費税

額に差が出る場合があります。見込み納税額をご一緒に計算してみませんか？ 

インボイス登録申請をされた方は記帳相談にきて下さい。 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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土曜日 記帳相談会のご案内（完全予約制） 

・優良な電子帳簿保存で過少申告加算税の軽減特例も適用！ 

・消費税・インボイス制度に対応！ 

インストール、初期設定、入力方法、記帳相談は青色申告会がサポートします！ 

※会計ソフトを利用しての記帳は、手書きと比べ集計の手間が省け、55万円(65 万円)控除適用の近

道となり、所得税・住民税・国民健康保険料の節税にもつながります。松戸事務局、各分室にて購入

可能です。松戸事務局、各分室へお問い合わせください。 

販売価格  29,700 円(税込)   

・本体価格：19,800円(税込)   

・保 守 料：（3 年分）9,900円(税込) 

 

～ブルーリターンA会計ソフト～ 

記帳相談に来て下さい!! 

個 別 記 帳 相 談 会 

源泉税  中間決算相談会  

決算確定申告相談会  

源泉税  

相談会のスケジュール 

 
【対応 OS】 

Windows11/ Windows10  

 



  

 

 

 

 

中小企業のための 

自動車共済 
事故処理体制が充実！ 

しっかりガードして企業の明日を守る。 
 

関東自動車共済協同組合千葉県支部 

〒２６０－００１５ 

千葉市中央区富士見２－２２－２ 

千葉中央駅前ビル６階 

電話 ０４３－２２４－５２２２ 

 

《ペットの葬儀と供養・慰霊は》 

(有)松戸ペット霊園 
松戸市立病院より車で約 1 分 

     マミーマートの裏です 

     〒２７０-００２５ 

松戸市中和倉４５ 

電話 ０４７－３４１－１２９４ 

 

 

 

☆ 休館のお知らせ 

● 夏季休暇 8 月 13 日(火)～8 月 16 日(金) 

源泉所得税の納付期限は７月 10 日（水）です！！ 

給与を支払っている方は、源泉所得税の領収済通知書（納付書）の提出が必要です。 

6 月の給与の金額が決まりましたらご予約の上、ご来館ください。 

※青色専従者、税額 0 円の方も提出が必要です。 

※持ち物※ 

・源泉徴収簿（令和 6 年分） 

・源泉所得税領収済通知書 

・源泉所得税領収済通知書控 

(令和 5 年 7月～12 月分) 
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～事務局からのお知らせ～ 


